
inform
ation 

佐
賀
県
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー

inform
ation 

生
涯
学
習
課

　
発
達
の
遅
れ
や
集
団
生
活
に
不
安
の
あ
る
自
立
歩
行
可
能
な
在
宅
の
幼
児
さ
ん
を
対
象

に
、
日
々
通
園
の
集
団
で
の
療
育
支
援
を
行
い
ま
す
。

■
対
象
年
齢　
２
歳
以
上
〜
６
歳
未
満

■
予
定
人
員　
１０
人
程
度

■
受
付
期
間　
１２
月
９
日
㈮　
締
切

■
問
い
合
わ
せ　
佐
賀
県
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー　
研
修
・
療
育
課　
山
口
・
進
藤
ま
で

�

佐
賀
市
大
和
町
大
字
尼
寺
１
２
３
１

−

１　
☎
６２

−
２
１
９
０

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
「
く
す
の
み
園
」

第
２２
回　
多
久
市
論
語
カ
ル
タ
大
会

平
成
２９
年
度
新
入
園
希
望
者
受
け
付
け
の
お
知
ら
せ

参
加
者
募
集

inform
ation 

福
祉
課

■
日
時　
１１
月
２３
日
㈷

　
　
　
　
１２
時
３０
分
～
１５
時
３０
分

■
場
所　

�

多
久
市
立
小
中
一
貫
校
東
原
庠

舎
東
部
校　
体
育
館

■
対
象　

�

保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
生
・

中
学
生・一
般
（
高
校
生
以
上
）

■
募
集
期
間　
１０
月
３
日
㈪
～
２８
日
㈮

■
参
加
・
応
募
方
法

　

�

市
内
保
育
園
・
幼
稚
園
、
小
中
学
校
、

教
育
委
員
会
、
中
央
公
民
館
に
参
加
申

込
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
戦
方
法　

�

各
部
門
で
対
戦
し
ま
す
。

組
み
合
わ
せ
は
当
日
発
表

し
ま
す
。▼

問
い
合
わ
せ　
生
涯
学
習
課 

社
会
教
育
係　
☎
７４

−

３
２
４
１

保
育
料
利
用
者
負
担
額
が
改
正
さ
れ
ま
す

　
多
子
世
帯
・
ひ
と
り
親
世
帯
な

ど
の
保
育
料
負
担
の
軽
減
措
置
を

拡
充
し
ま
す
。

■
改
正
の
内
容

　

�　
世
帯
年
収
約
３
６
０
万
円
未

満
相
当
の
多
子
世
帯
や
ひ
と
り

親
世
帯
等
（
ひ
と
り
親
世
帯
お

よ
び
障
害
の
あ
る
保
護
者
ま
た

は
子
ど
も
の
い
る
世
帯
）
の
経

済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、

認
可
保
育
園
、
幼
稚
園
お
よ
び

認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
料
負
担

軽
減
措
置
を
拡
充
し
ま
す
。

　
⑴�

多
子
世
帯
の
保
育
料
に
お
け

る
「
き
ょ
う
だ
い
順
位
」
を

決
定
す
る
際
に
対
象
と
な
る

子
ど
も
の
年
齢
制
限
を
撤
廃

し
ま
す
。

　
⑵�

ひ
と
り
親
世
帯
等
の
軽
減
措

置
は
、
第
１
子
か
ら
行
い
ま

す
。

　
今
年
４
月
１
日
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
適
用
し
ま
す
。前
期
保
育
料（
４

月
～
８
月
分
）
が
軽
減
の
対
象
と

な
る
人
に
は
、
保
育
料
変
更
の
通

知
を
発
送
し
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　
福
祉
課 

こ
ど
も
係　
☎
７５

−

６
１
１
８

支給認定 対象世帯の基準 現行 改正

多子世帯

１ 号（幼稚園など）
市町村民税
所得割合算額が
77,101円未満の世帯

３ 歳児から小学校 ３ 年生まで
第 ２ 子　　：半額
第 ３ 子以降：無料 年齢制限を撤廃

第 ２ 子　　：半額
第 ３ 子以降：無料２ 号（保育所）

３ 号（保育所）

市町村民税
所得割合算額が
57,700円未満の世帯

０歳児から小学校入学前まで
第 ２ 子　　：半額
第 ３ 子以降：無料

ひとり親
世帯等

１ 号（幼稚園など）
市町村民税
所得割合算額が
７７，１０１円未満の世帯

３ 歳児から小学校 ３ 年生まで
第 ２ 子　　：半額
第 ３ 子以降：無料 年齢制限を撤廃

第 １ 子　　：半額
第 ２ 子以降：無料２ 号（保育所）

３ 号（保育所）

０歳児から小学校入学前まで
第 ２ 子　　：半額
第 ３ 子以降：無料
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